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奈良市子どもにやさしいまちづくり条例 骨子（案） 

 

Ⅰ 総則 

（目的） 

１ この条例は、奈良市が子どもにやさしいまちづくりを進めていくため、その基本となる

理念及び具体化の方向について定めるものである。 

（２）この条例が目的とする「子どもにやさしいまち」とは、子どもの権利を尊重し、子ど

もが自立するための知識と経験を得られるよう子どもへの支援及び子育て支援を社会全体

で取り組み、一人一人の子どもが安心して豊かに暮らすことのできるまちをいう。 

（３）奈良市の子どもたちが、今を幸せに生きることができ、将来に夢と希望をもって成長

していけるように、子ども参加によって大人と共にまちづくりを進めることを目的とする。 

（基本理念） 

２ 子どもにやさしいまちづくりを実現するための基本理念は、次のとおりとする。 

① 日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもが権利の主体として

尊重されることを全ての取組の基礎とすること。 

② 市、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者は、子どもの成 

長及び発達に応じ、その思いや意見に耳を傾け、子どもの最善の利益を第一に考慮する 

こと。 

③ 子どもにやさしいまちづくりを進めることは、子どもだけでなく、奈良市に住み、訪 

れるすべての人にとってやさしいまちづくりにつながるという理念を取組の基礎とする 

こと。 

（定義） 

３ この条例における用語の定義は、次のとおりとする。 

① 子ども 

１８歳未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適当である者をいう。 

② 保護者 

親及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める里親その他親に代わり子ど 

もを養育する者をいう。 

③ 地域住民 

市内に居住する者若しくは勤務場所を有する者（①に規定する子どもを除く。）又はこ 

れらの者を構成員とする法人その他の団体をいう。 

④ 子どもが育ち・学ぶ施設 

市内の児童福祉法に規定する児童福祉施設、学校教育法（昭和２２年法律第２６号） 

に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する 

法律（平成１８年法律第７７号）に規定する認定こども園及び社会教育法（昭和２４年 

法律第２０７号）に規定する社会教育に関する施設その他これらに類する施設のうち、 

子どもが育ち、学ぶために入所し、通所し、又は通学する施設その他これらに類する施 

設をいう。 
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⑤ 事業者 

 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

Ⅱ 子どもの大切な権利 

（子どもにとって大切な権利の保障と他者の権利の尊重） 

４ 子どもは、この条例の基本理念にのっとり、子どもにとって大切な権利の保障を求める

ことができる。 

（２）子どもは、自分にとって大切な権利が保障されることと同様に他者の権利を尊重する

よう努めるものとする。 

Ⅲ 大人等の役割 

（共通の役割） 

５ 市、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者は、子どもにやさ

しいまちづくりを進めるため、連携し、及び協働するよう努めるものとする。 

（市の役割） 

６ 市は、子どもにやさしいまちづくりを進めるうえで、次の役割を担うものとする。 

① 市は、子どもを社会全体で健やかに育むため、国、他の地方公共団体及び関係機関と 

連携し、子どもに関する施策を行うものとする。 

② 市は、子どもに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じ 

るものとする。 

③ 市は、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者がそれぞれの 

役割を果たすことができるよう、必要な支援を行うものとする。 

（保護者の役割） 

７ 保護者は、家庭が子どもの成長に大きな役割を果たすことから、子どもの育成に対し第

一義的な責任を有するものであって、子どもが健やかに育つよう努めるものとする。この

場合において、保護者は、適宜、市に相談その他の支援を求めることができるものとする。 

（地域住民の役割） 

８ 地域住民は、子どもにやさしいまちづくりを進めるうえで、次の役割を担うものとする。 

① 地域住民は、子どもの豊かな人間性が地域の人、自然、社会、歴史及び文化との関わ 

りの中で育まれることを認識し、子どもの健やかな育ちを支援するよう努めるものとす 

る。 

② 地域住民は、虐待等あらゆる暴力及び犯罪並びに事故から子どもを守るため、安全で 

安心な地域づくりに努めるものとする。 

③ 地域住民は、地域における取組の中において、子どもが多様な世代や子ども同士の交 

流及び様々な体験をすることができる機会を提供するよう努めるものとする。 

（子どもが育ち・学ぶ施設の関係者の役割） 

９ 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、子どもにやさしいまちづくりを進めるうえで、子

どもの育成における重要な役割を担っていることを認識し、次の役割を担うものとする。 

① 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、子どもが、心身ともに健やかに成長し、生きる
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力を身に付けること並びに能力及び可能性を最大限に伸ばすことができるように支援す

るよう努めるものとする。 

② 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、子どもが育ち・学ぶ施設が、子どもにとって、

安全にかつ安心して育ち、又は学ぶことのできる場となるよう、保護者、地域住民等と

連携協力して環境づくりに努めるものとする。 

③ 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、虐待、いじめ、体罰等については、関係機関と

連携協力し、未然防止、早期発見及び解決に向けた取組を行うよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

10 事業者は、子どもにやさしいまちづくりを進めるうえで、次の役割を担うものとする。 

① 事業者は、子どもが健やかに育つ家庭環境づくりについて重要な役割を担っているこ 

とから、その雇用する労働者の仕事と子育てとの両立が図られるよう必要な職場環境の 

整備に努めるものとする。 

② 事業者は、地域社会の一員として、子どもが育ち・学ぶ施設、地域、市等が行う子ど 

もを健やかに育むための取組に協力するよう努めるものとする。 

Ⅳ 子どもにやさしいまちづくりの推進 

（子どもの意見表明及び参加の促進） 

11  市、保護者、地域住民及び子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、子どもの意見表明や参

加を促進するために、子どもの主体的な活動を奨励し、支援を行うよう努めるものとする。 

（２）市は、子どもに関する施策について、適切な情報を提供し、子どもが意見表明や参加 

する機会を設けるよう努めるものとする。 

（３）地域住民は、地域の活動及び行事等について、子どもが意見表明や参加する機会を設 

けるよう努めるものとする。 

（４）子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、施設の行事や運営等について、子どもが意見表 

明や参加する機会を設けるよう努めるものとする。 

（子ども会議） 

12 市は、子どもにやさしいまちづくりや子どもに関する施策について、子どもが意見表明

をし、参加する場として奈良市子ども会議（以下「子ども会議」という。）を置くものとす

る。 

（２）子ども会議は、これに参加する子どもの自主的及び自発的な取組により運営されるも

のとする。この場合において、子ども会議は、その運営のために市に必要な支援を求める

ことができるものとする。 

（３）子ども会議は、これに参加する子どもの意見をまとめ、市長に提出することができる

ものとする。 

（子育て家庭への支援） 

13 市は、保護者が安心して子育てをすることができるよう子育て家庭に対し必要な支援を

行うよう努めるものとする。 

（２）市、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者は、保護者が子育てをし

やすい環境づくりに努めるものとする。 
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（特別なニーズのある子どもとその家庭に対する支援） 

14 市、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者は、障害のある子ども及び

ひとり親家庭の子ども等、特別なニーズがある子どもとその家庭に対し必要な支援を行う

よう努めるものとする。 

（子どもへの虐待等に対する取組） 

15 市、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者は、子どもへの虐

待、いじめ、体罰等の予防と早期発見に努めるものとする。  

（２）市、保護者、地域住民及び子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、虐待、いじめ、体罰

等を受けていると思われる子どもを適切かつ速やかに救済するために、関係機関と協力し

て、必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（有害・危険な環境からの保護） 

16 市、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者は、子どもを犯罪、

交通事故、災害の被害及びその他子どもを取り巻く有害な環境から守ることができるよう

安全な環境づくりに努めるものとする。 

（２）市、保護者、地域住民及び子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、子どもが自分自身を

犯罪、交通事故、災害の被害及びその他子どもを取り巻く有害な環境から守る力を育むた

めに必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（子どもの居場所・遊び場づくり） 

17 市、保護者、地域住民及び子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、子どもが安心して過ご

すこと及び自然との触れ合いや遊び等様々な体験や子ども同士の交流をすることにより、

豊かな自己を育むことができる居場所・遊び場づくりに努めるものとする。 

（２）市は、子どもの発達に応じた居場所・遊び場づくりに努めるものとする。 

（相談体制） 

18 市は、子どもが、自分自身、家庭及び学校のこと並びに虐待、いじめ、体罰等について、

直接相談することができ、及び安心して容易に相談することができるよう相談体制の充実

を図るものとする。 

（２）市は、子どもからの相談内容に応じ、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の

関係者、事業者及びその他の関係機関等と連携し、子どもの救済を図るために必要な支援

を行うものとする。 

（３）市は、市及び関係行政機関等の相談窓口の周知を図るものとする。 

Ⅴ 施策の推進 

（計画と検証） 

19 市は、この条例に基づく子どもに関する施策及び子どもの未来に影響を及ぼす施策を子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条に規定する市町村子ども・子育

て支援事業計画（以下「計画」という。）において定めるものとする。 

（２）市は、計画を策定したときは、これを公表するものとする。 

（３）この条例の運営状況及びこの条例の規定に基づく事業等の実施状況については、奈良

市子ども・子育て会議条例（平成２５年奈良市条例第１２号）第１条に規定する奈良市子
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ども・子育て会議（以下「会議」という。）で定期的に検証するものとする。 

（４）会議は、前項の規定による検証の結果を市長に報告し、これを公表するものとする。 

（体制整備） 

20 市は、子どもに関する施策及び子どもの未来に影響を及ぼす施策に関して総合的な調整

を行うための必要な体制を整備するものとする。 

（広報及び啓発） 

21 市は、この条例について、子ども、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係

者及び事業者の理解を深めるために必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。 


